
１.事務事業の目的・概要

２.成果参考指標

3.事業費 4.改善策の実施状況

5.評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

①困っている「状況」

②困っている状況が発生している「原因」

③原因を解消するための「課題」

８．今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）

９．追加評価（任意記載）　

更新日：

薬事衛生課及び県下保健所で取り扱った食品事業者等からの食品
表示に関する相談件数

・食品事業者が広く食品表示法についての知識を習得できる場が少ない。

・監視、啓発、相談に加えて、食品事業者の業種ごとに表示講習会や研修会を保健所単位で積極的に開
催し、周知徹底に努める。

％

前年度の課題を踏まえた
改善策の実施状況

②改善策を実施した（実施予定、一部実施含
む）

実績値

達成率

　 2016/12/13 16:13

・課（室）内で事務事業評価の議論を行うにあたっては、本評価シートのほか、必要に応じて、「予算執行の実績並びに主要施策の成果」や既存の事業説明資料などを活用し、効
率的・効果的に行ってください。
・上記「５．評価時点での現状」、「６．成果があったこと」、「７．まだ残っている課題」、及び「８．今後の方向性」について、議論がしやすいように、「５．評価時点での現状→６．成果
があったこと」、又は「５．評価時点での現状→７．まだ残っている課題→８．今後の方向性」が一連の流れとなるよう、わかりやすく、ストーリー性のあるシート作成に努めてくださ
い。

－

・食品表示法の施行に併せ、５年の猶予期間中に県内食品事業者への周知を徹底する必要がある。

６.成果があったこと（改善されたこと）

０８５２－２２－５２５７

事務事業評価シート

目
的

（１）対象 県内食品製造・販売・提供事業者

（２）意図 消費者が食料品を安心して購入・飲食できるように、食品表示法、食品衛生法、JAS法及び健康増進法に基づく食品表示の適正化を図る。

食品表示研修会開催業務：食品表示制度を周知するため、食品関係事業者に対して、研修会を開催する。
ホームページ等による食品表示に関する情報提供：県民や事業者へ食品表示に関する情報を提供するため、県のホームページ等で情報提供する。
食品表示相談事務：食品事業者が商品毎に適正な食品表示を行うよう、事業者から寄せられる表示相談を受け付ける。
食品表示監視業務：食品事業者に対し、適正に食品表示がされているかを調査し、不適正表示を行った事業者に対しては改善指導を行う。

評価実施年度： 平成２８年度

28年度 29年度

1,000.0 1,000.0

事務事業の名称 食品流通対策事業

事務事業担当課長 薬事衛生課長　柳　俊徳 電話番号

上位の施策名称
施策Ⅱ－１－８
食の安全の確保

事業者等からの食品表示相談件数
目標値 1,000.0 1,000.0

30年度 31年度年度 27年度

・薬事衛生課及び保健所主催研修を6回（参加人数536人）開催した。
・薬事衛生課及び県下保健所に寄せられた表示相談件数は対前年比152.61%であった。

うち一般財源（千円） 4,694 5,224

達成率

1,404.0

％

件

実績値

取組目標値

－

事　業　費（b）（千円） 4,694 5,224

・平成27年4月1日、食品表示法が施行され、JAS法、食品衛生法、健康増進法に基づく表示基準が新しい表示基準として整理・統合されたことに伴い、本県におい
ては、これまで法律ごとに分かれていた相談窓口を薬事衛生課及び県下保健所に一元化し、相談しやすい体制を整備したことにより、今後一層食品表示の適正化を図
る。
・適正表示の監視指導を徹底し、不適正表示の撲滅に努める。

７.まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）
・食品の産地偽装事件等、食に対する消費者の
信頼が揺らぐ中、食品表示の適正化は重要に
なっており、監視、啓発、相談の３本柱で業務
を実施し、相談については、過去最高の
1,404件に対応し、食品事業者の適正表示に
対する意識の向上を確認できた。
・食品表示法に基く不適正表示による指示・公
表が１件あり、適性表示の徹底を図った。

－ － －

前年度実績 今年度計画
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指標名
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成果参考指標名等

1
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指標名


